
上野公園北部エリア
まちづくりイベント

　エリア内外や各施設間の回遊性向
上に向け、居心地が良く歩きたくな
る歩行者空間の創出と、各施設での
賑わいや交流に資する空間活用を試
行するイベントを実施します。
▷日時　9月6日㈮・7日㈯
　9：00～21：00
※雨天決行・荒天中止
●交通規制にご協力をお願いします
▷日時　9月6日㈮6：00～7日㈯
　22：00
▷場所　図のとおり
▷問合せ　台東区地域整備第一課 TEL（5246）1368
●「東西めぐりん」が迂回します
　バス停3～9（JR上野駅公園口～旧吉田屋酒店）には停車しません。
ご利用の皆さんにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
※迂回運行中は、「上野公園経由三崎坂往復ルート」も「3−1上野郵便局」「4−1下
谷二丁目 」 「5−1上野桜木」「6−1谷中」 の各停留所に停車します。
▷迂回日時　9月6日㈮・7日㈯終日
▷問合せ　東西めぐりんは日立自動車交通㈱ TEL（5682）1122
　その他については台東区交通対策課 TEL（5246）1361

詳しくはこちら
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台東区は 応援サポーターです！

子育て・教育

ひとり親家庭の就業や学び直
しを支援します
▷対象　ひとり親家庭の父・母で、②は児

童扶養手当受給者等、③④は自立支援
プログラム策定者

※いずれも要事前相談、審査あり
①自立支援プログラム策定
　相談員がプログラムを策定し、ハローワ
ーク等関係機関と連携して自立・就労を支
援
②高等職業訓練促進給付
　看護師・介護福祉士・保育士等の資格取
得のため6か月以上修学し、就業（育児）
との両立が困難な場合に給付（同様の給付
との併用不可）

・訓練促進給付
　修学期間中、住民税課税世帯は月
70,500円、非課税世帯は月150,000円
を給付
・修了支援給付
　修了時に、住民税課税世帯は25,000円、
非課税世帯は50,000円を給付
③自立支援教育訓練給付
　「厚生労働大臣指定教育訓練講座」受講
料等の一部（費用の60％、上限あり）を
給付
※雇用保険法の教育訓練給付受給者は差額

分のみ
※専門実践教育訓練を修了後1年以内に資

格を取得して就職した場合、費用の25
％（上限あり）を追加支給
④高等学校卒業程度認定取得支援
　認定試験対策講座受講費

用の一部を給付
※20歳未満の子供も対象
▷問合せ　子育て・若者支

援課（区役所6階⑥番）
　 TEL（5246）1232

詳しくはこちら

　区では「中学校選択制度」を導入しており、入学を希望
する中学校を選択することができます。10月上旬に対象
の方へ「学校選択票」を郵送します。
▷対象　区内に住民登録を有し、7年4月に中学校に入学

する新1年生と保護者
▷選択できる学校　区立中学校全7校（入学可能者数は1

校あたり148人4学級）　
▷学校案内冊子の配布　7月中旬に各小学校で配布済み（区

立小学校以外の方は、区HPをご覧いただくか問合せ先へ）
▷中学校紹介番組の放映　CATV（J：COM台東11チャ

ンネル）で放映します。

7年4月に中学生になる皆さんへ
―学校選択制度のご案内―

学校公開・行事日程はこちら

番組名 放映日 放映時間
令和6年度 台東区立

中学校選択制度 8月18日㈰～24日㈯ 9：20、13：20、17：20、21：20
※同内容を1日4回放映します。

▷学校公開・説明会
　9月中旬から各校で実施します。
▷問合せ
　学務課 TEL（5246）1412

6年10月から児童手当制度が改正されます。下記に該当する方は手続きが必要です。

10月の児童手当制度改正に伴い一部の方は申請（請求）が必要になります

※上記以外の方は、区で額を改定するため原則申請の必要はありません。新たな支給額での支払証明書を後日郵送しますので、支給額を必ずご確認ください。
▷問合せ　子育て・若者支援課 TEL（5246）1232

対象 手続き 申請期間

新規申請が必要な方
現在所得超過のため児童手当を受給していない方

該当の方には8月下旬に区から申請書を郵送します。郵送ま
たは電子申請で申請してください。
※通知は7月下旬の時点で区が把握している区民の方に郵送

します。その後、出生や転入等で申請が必要な方には別途
区より案内します。

9月～7年3月末
●10月までに申請した場合
　12月より新たな額で支給
●11月以降に申請した場合
　1月以降に新たな額で支給
　（額は10月分に遡って支給）
申請期間を過ぎると遡っての支給
ができませんので忘れずに申請し
てください。

高校生年代の子（平成18年4月2日～21年4月1
日生まれ）のみを養育している方

額改定申請が必要な方
現在児童手当を受給している方で、新たに受給対
象となる高校生年代の子（平成18年4月2日～21
年4月1日生まれ）を養育している方のうち申請
が必要な方

「監護相当・生計費の負
担についての確認書」
の提出が必要な方

新たに多子加算の算定対象となる平成14年4月2
日～18年4月1日生まれの子を含めて3人以上養
育している方で、第三子加算を受給する方

該当の方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」
の提出が必要です。区HPから書類をダウンロードし、必要事
項を記載のうえ区へ提出してください。書類の郵送を希望す
る方は問合せ先へご連絡ください。

住宅
まちづくり

無料の建替え相談会
（清川区民館）
　浅草北部地域の防災性向上のため、一級
建築士、ファイナンシャルプランナー等に
よる建替え相談会を実施します。
▷日時　8月22日㈭16：00～20：00（1

人30分程度、予約優先、受付は19：30
まで）
▷場所　清川区民館
▷対象　次の地区に木造建築物を所有し、

建替えを検討している方
　竜泉3丁目、浅草5丁目、千束3・4丁目、

今戸2丁目、東浅草1・2丁目、橋場1・2
丁目、清川1・2丁目、日本堤1・２丁目
▷申込み・問合せ　地域整備第二課
　 TEL（5246）1366

福祉
（高齢・障害等）

6年度台東区同行援護従業者
養成研修

　視覚障害者の外出時の支援に必要な知識
と技術を学びます。修了者には、視覚障害
者の同行援護に従事するための修了証をお
渡しします。
▷日時（全4回）　9月28日㈯・29日㈰・

10月5日㈯・6日㈰9：00～19：00（日
によって異なります）
▷場所　区役所会議室・屋外演習場
▷対象　区内在住か在勤で、研修終了後、

同行援護に従事する意思のある方
▷定員　10人（抽選）
▷申込方法　申込書を問合せ先に郵送か持

参（電子申請可）
▷申込締切日　9月2日㈪（必着）
▷問合せ　〒110−8615
　台東区役所障害福祉課
　（区役所2階⑩番）
　 TEL（5246）1207

▷放映日時　8月11日㈷～17日㈯9：34～9：40、13：34～13：40、17：34～17：40、
　21：34～21：40
▷問合せ　台東保健所保健サービス課 TEL（3847）9497
　浅草保健相談センター TEL（3844）8172

詳しくはこちら

台東区公式制作番組のご案内 
（地デジ11ch）

「親子でスマイル応援講座
　（乳幼児のおでかけ編）」

  （6分番組）

乳幼児との初めてのおでかけの時期、外気浴の方法、基本的な持ち物、夏のお出かけの注意
点等について、助産師がご紹介します。ぜひご覧ください。


	taito24_0805_4

